
↓

・・・ 町職員と判定員が敷地内に入り、現地調査を行います。

↓

↓

　 ↓

↓

↓

↓

　

↓

・・・

・・・ 交付請求書(様式第14号)を町に提出してください。

↓

・・・ 振込みにより補助金を交付します。

・・・申請者にしていただくこと

補助金請求

補助金交付

・・・

・・・

工事完了

実績報告書提出

↓

確定通知

・・・

書類の内容を審査し、適当と認めるとき補助金の額を確定し、通知します。

工事完了の日から起算して30日経過した日又はR7年1月31日のいずれか早い日まで
に実績報告書(様式第12号)を提出してください。（裏面参照）

交付申請書(様式第3号)を町に提出してください。(添付書類裏面参照)補助金交付申請書提出

町が最終的に交付の可否を決定し、通知します。
※交付決定前に、解体工事の契約や着工を行わないでください。

交付決定通知

工事着工

事前申込書提出 ・・・ 事前申込書(様式第 1号)を提出してください。(裏面参照)

損傷の程度を調査・評定

補助予定者決定通知

現地調査の結果、評点が100点を超えた住宅の申請者に、町から通知文書を送付しま
すので、交付申請の手続きをお願いします。
評点が100点未満の場合は、不採択通知を送付します。補助金の交付申請は出来ま
せん。

・・・

 

 

 

地域の住環境の向上を図るため、老朽化し危険な空き家の除却に対して補助金を交付する事業です。 

 

補 助 対 象 物 件 

  ・多度津町内にあり、現在使用されておらず、老朽化し危険な空き家であること。 

    （国土交通省が定める基準において、評点(損傷の程度)が１００点以上であること。） 

  ・除却に係る他の補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。 

  ・公共事業等による移転、建て替え等の補償対象となっていないもの。 

  ・不動産販売、賃貸などを生業とする者が、該当業のため除却を行うものでないこと。 

補 助 対 象 者 

・補助対象住宅の所有者、又はその相続人等 

補 助 対 象 工 事 

  ・多度津町内に事業所を置く事業者が解体する工事 

   （建設業法の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者） 

補 助 金 額 

・補助対象事業費又は補助対象住宅の延べ面積に国で定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に 

１０分の８を乗じて得た額とし１６０万円を上限とします。 

補助金申請の流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多度津町老朽危険空き家除却支援事業 



事前申込時に必要な書類 

① 老朽危険空き家除却事業交付金事前申込書（様式第１号） 

② 除却工事に要する費用の見積書（内訳を含む。）の写し 

③ 位置図（補助対象住宅及び隣接地の表示があるもの） 

 

 

交付申請時に必要な書類 

① 老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書（様式第３号） 

② 除却工事実施（変更）計画書（様式第４号） 

③ 補助対象住宅の建物平面図（延べ面積及び対象床面積が確認できるもの） 

④ 補助対象住宅の現況写真 

⑤ 補助対象住宅の所有権が確認できる書類 

⑥ 相続人が申請する場合は、確約書（様式第５号） 

⑦ 所有権以外の権利（賃借権を含む。）の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書 

⑧ 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書（様式第６号） 

⑨ 補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者の同意書 

⑩ 補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書（補助対象住宅の相続手続が完了

していない場合を除く。） 

⑪ 町税の滞納がないことの証明書 

 ⑫ その他町長が必要と認める書類 

 

 

実績報告時に必要な書類 

① 老朽危険空き家除却支援事業実績報告書（様式第１０号） 

② 工事請負契約書の写し 

③ 工事に要する経費の支払いが確認できる書類の写し（除却工事の施工者が発行したもの） 

④ 工事状況写真（施工前後及び工事の内容が確認できるもの） 

⑤ 建設資材のリサイクル証明の写し 

⑥ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）E票の写し 

⑦ その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

※上記の書類に不備がある場合は、お手続きできません。 

申請者が多数の場合は、予算の範囲内において原則、先着順に補助対象者を決定しますが、 

 老朽危険度により、順番が前後する場合がございます。 

 

 
［お問い合わせ先］ 

多度津町建設課 建築住宅係    ℡ ０８７７－３３－１１１２ 


